
目

次

告

示

△

西
中
国
山
地
国
定
公
園
の
集
団
施
設
地
区
の
区
域
の
変
更

(

自
然
環
境
保
全
室)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

社
会
援
護
室)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更

(

〃

)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
二

△

生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地

の
変
更

(

〃

)

…
…
…
二

△

解
除
予
定
保
安
林

(

治

山

室)

…
…
…
二

公

告

△

軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

(
税

務

室)

…
…
…
二

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
二

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

〃

)

…
…
…
三

△

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

尾
三
地
域
事
務
所)

…
…
…
三

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

三

監
査
委
員
公
表

△

六
月
例
月
出
納
検
査
の
結
果

四

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号

自
然
公
園
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
西
中
国

山
地
国
定
公
園
の
集
団
施
設
地
区
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

変
更
の
内
容

聖
湖
八
幡
原
集
団
施
設
地
区
か
ら
次
の
区
域
を
削
除
す
る
。

広
島
県
山
県
郡
北
広
島
町
大
字
東
八
幡
原
の
一
部

二

区
域
を
表
示
し
た
図
面

広
島
県
環
境
部
環
境
対
策
局
自
然
環
境
保
全
室
及
び
北
広
島
町
役
場
に
備
え
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

広
島
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
に
よ
る
医

療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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1

ほ

の

か

薬

局

あ

お

い

薬

局

と
き
わ
薬
局
宮
沖
店

む
ら
か
み
歯
科
医
院

か
じ
や
ま
内
科
循
環
器
科

富

永

内

科

名

称

東
広
島
市
西
条
上
市
町
五－

五
総
合
不
動
産
ビ
ル
六

階
Ｂ
号
室

三
原
市
宮
沖
二
丁
目
六－

一
七

三
原
市
宮
沖
二－

二－

一
〇

呉
市
吉
浦
中
町
一
丁
目
一
二－

一
四

三
原
市
宮
沖
二
丁
目
六－

一
八

呉
市
中
央
三
丁
目
一－

九

所

在

地

平
成

一
八
・

六
・

一

平
成

一
八
・

七
・

一

平
成

一
八
・

七
・

一

平
成

一
八
・

七
・

一

平
成

一
八
・

七
・

一

平
成

一
八
・

七
・

一

指

定

年

月

日

(定期)

定

第 ５７

期

号
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広
島
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
診
療
所
等
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
次
市
作
木
町
森
山
西
字
江
谷
一
四
七
の
三
○
・
一
四
七
の
三
二

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

な
だ
れ
の
危
険
の
防
止

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
三
次
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公公公

告告告

地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

次
の
者
の
軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
、
広
島
地
域
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

名
称

(

氏

名)

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

取

消

年

月

日

村

上

勝

治

広
島
市
東
区
曙
一
丁
目
八
番
一
四
号

平
成
一
八
年

六
月
三
〇
日

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
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2

大
田
整
形
外
科
お
お
た
内
科

新
名

称

医
療
法
人
社
団

あ
お
い
会

大
田
整
形
外
科 旧

竹
原
市
中
央
四
丁
目
四
番
二

五
号 所

在

地

平
成
一
八
年
三
月
二

七
日 変

更
年
月
日

と
き
わ
薬
局
宮
沖
店

マ
リ
ン
薬
局
阿
賀
店

む
ら
か
み
歯
科
医
院

久

岡

医

院

手

入

診

療

所

三

篠

会

診

療

所

松
本
皮
膚
泌
尿
器
科
医
院

富

永

内

科

病

院

名

称

三
原
市
宮
沖
二
丁
目
一－

一
九

呉
市
阿
賀
中
央
五
丁
目
八－

四
一

呉
市
吉
浦
中
町
一－

八－

八

庄
原
市
東
城
町
三
坂
六
八
四

神
石
郡
神
石
高
原
町
小
野
甲
一
一
九
二

呉
市
郷
原
町
宇
野
呂
山
麓
二
三
八
〇

呉
市
中
通
二
丁
目
二－
一
〇

呉
市
中
央
三－

一－
九

所

在

地

平
成

一
八
・

六
・
三
〇

平
成

一
八
・

六
・

六

平
成

一
八
・

六
・
三
〇

平
成

一
八
・

五
・
二
二

平
成

一
八
・

五
・
二
二

平
成

一
八
・

六
・
三
〇

平
成

一
八
・

六
・

一

平
成

一
八
・

六
・
三
〇

廃

止

年

月

日

有
限
会
社

西
条
薬
局

名

称

東
広
島
市
西
条
本
町
一
二－

一
一
東
ひ
ろ
し
ま
敬
愛
ビ
ル

一
〇
一
号

新
所

在

地

東
広
島
市
西
条
駅
前
土
地
区

画
整
理
事
業
施
行
地
区
内
五

Ｂ
九
Ｌ
東
ひ
ろ
し
ま
敬
愛
ビ

ル
一
〇
一
号

旧

平
成

一
八
・

四
・

一

変
更
年
月
日

(定期)



平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

世
羅
郡
世
羅
町
所
在
の
大
見
地
区

(

下
戸
張
工
区)

県
営
土
地
改
良
事
業

(

区
画
整
理
事
業)

の
換
地
計

画
に
基
づ
い
て
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日
換
地
処
分
を
し
た
。

な
お
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

58号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。
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3

特
定
非
営
利
活
動

法
人
シ
ネ
マ
尾
道

特
定
非
営
利
活
動

法
人
海
駅
三
之
関

特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

河
本

清
順

竹
内
美
智
三

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
尾
道
市
新

浜
一
丁
目
九
番
三

一
号

広
島
県
呉
市
下
蒲

刈
町
下
島
二
三
六

一
番
地
の
七

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

こ
の
法
人
は
、
全
て
の
人
に
対
し
て
、

映
画
又
は
映
画
館
運
営
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
文
化
の
振
興
と
ま
ち
づ

く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
住
民
及
び
地

域
を
訪
れ
る
全
て
の
人
に
対
し
て
、

環
境
保
全
事
業
、
伝
統
行
事
へ
の
参

加
・
支
援
事
業
、
特
産
品
の
研
究
開

発
事
業
等
を
行
い
、
下
蒲
刈
の
歴
史

と
文
化
を
織
り
交
ぜ
た
、
独
自
の
景

観
づ
く
り
の
維
持
・
発
展
を
図
る
こ

と
で
、
活
力
あ
る
、
魅
力
溢
れ
る
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
八
年
七

月
一
八
日

平
成
一
八
年
七

月
一
四
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
・

特
定
非
営
利
活

動
法
人
陽
だ
ま

り 特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

徳
永

修

廣
瀬

長
子

代
表
者
氏
名

広
島
県
尾
道
市

東
久
保
町
二
〇

番
一
四
号
お
の

広
島
県
東
広
島

市
西
条
西
本
町

二
七
番
三
七
号

高
貴
ビ
ル
二
〇

一
号

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
尾
道
を
中
心

と
し
た
地
域
の
観
光
情
報
検

索
シ
ス
テ
ム
の
運
営
を
担
う

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
か
ら

高
齢
者
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
世

代
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が

有
す
る
福
祉
的
課
題
に
市
民

の
視
点
か
ら
取
り
組
み
、
必

要
な
サ
ー
ビ
ス
は
自
ら
の
手

で
創
り
出
す
と
い
う
理
念
の

も
と
に
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
や
子
育
て
支
援
に
関
す
る

事
業
等
を
行
い
、
い
つ
ま
で

も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
街
づ

く
り
の
実
現
と
福
祉
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

特
定
非
営
利

活
動
に
係
る

事
業
の
追
加

特
定
非
営
利

活
動
に
係
る

事
業
の
変
更

定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年
七

月
一
九
日

平
成
一
八
年
七

月
一
八
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

お
の
み
ち

み
ち
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
内

こ
と
を
皮
切
り
に
、
電
子
情

報
機
器
・
シ
ス
テ
ム
等
の
普

及
・
啓
発
・
教
育
活
動
を
行

い
、
尾
道
を
ま
る
ご
と｢

ユ

ビ
キ
タ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク｣

化(

情
報
の
遍
在
化)

す
る

こ
と
に
貢
献
す
る
こ
と
に
よ

り
、
尾
道
を
中
心
と
し
た
地

域
の
芸
術
・
文
化
・
歴
史
・

観
光
・
公
共
、
さ
ら
に
は
商

都
尾
道
の
復
活
に
寄
与
す
る

商
店
街
、
土
産
品
、
イ
ベ
ン

ト
な
ど
の
電
子
化
さ
れ
る
あ

ら
ゆ
る
情
報
コ
ン
テ
ン
ツ
を

収
集
し
、
運
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
ら
の
付
加
価
値

を
高
め
、
こ
の
地
域
に
あ
る

う
も
れ
た
宝(

滞
在
価
値)

を
可
視
化
、
遍
在
化
し
再
創

造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

本
の
み
な
ら
ず
世
界
へ
向
け

て
発
信
し
、
新
し
い
時
代
の

観
光
・
文
化
・
商
工
業
等
の

振
興
を
通
じ
、
地
域
活
性
化

に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

平
成

18年
７
月

31日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

監監監

査査査

委委委

員員員

公公公

表表表

平
成
十
八
年
七
月
十
二
日
に
実
施
し
た
例
月
出
納
検
査
の
結
果
を
別
紙
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

広
島
県
監
査
委
員

坪

川�
巳

同

田

辺

直

史

同�
橋

義

則

同

近

光

章

平成18年 7月31日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 5 3号

4

6P
0398

6P
0365

6S
0106

6S
0425

6S
0343

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
７
月

31
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 同
上

同
上

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
リ
ン

グ
に
か
け

ろ
１
Ｓ
Ｖ

Ｗ
Ａ

Ｃ
Ｒ
リ
ン

グ
に
か
け

ろ
１
Ｂ
Ｌ

Ｖ
Ａ

ド
キ
ド
キ

あ
か
ず
き

ん キ
ュ
ウ
ジ

オ
ト
コ
ミ

チ
ス
ロ

型
式
名

同
上

サ
ミ

ー株
式
会
社

代
表
取
締
役
片
本

通
(東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三

丁
目
１
番
１
号
サ
ン
シ
ャ
イ

ン
60)

同
上

株
式
会
社
Ｓ
Ｎ
Ｋ
プ
レ
イ
モ
ア

代
表
取
締
役
外
山
公
一

(大
阪
府
吹
田
市
豊
津
町

14
番

12号
)

株
式
会
社
ラ
ス
タ

ー

代
表
取
締
役
林
田
浩
明

(東
京
都
台
東
区
台
東
四
丁

目
13番

21号
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



６ 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成18年７月12日執行

１ 歳計現金� 歳入歳出外現金及び基金に属する現金

平成18年５月31日現在における平成17年度及び平成18年度の一般会計・各特別会計�並びに平成18年度の歳入歳出外

現金及び基金の状況は次のとおりで�現金出納事務は適正に行われ�正確であると認めた｡� 一般会計及び特別会計

〔平 成 17 年 度〕

(単位：円)

〔平 成 18 年 度〕

(単位：円)

� 歳入歳出外現金

(単位：円)� 基 金

(単位：円)

２ 公営企業会計

平成18年５月31日現在における平成18年度の病院事業会計�工業用水道事業会計�土地造成事業会計及び水道用水供
給事業会計の資金収支の状況は次のとおりで�現金出納事務は適正に行われ�正確であると認めた｡

平成18年 7月31日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第６２５３号(定期)

区 分 予 算 額
本 月 分 累 計 収 入 済 額 と

支 出 済 額 と
の差 (累計)収 入 済 額 支 出 済 額 収 入 済 額 支 出 済 額

一 般 会 計 1,039,869,712,950 59,517,369,189 107,486,698,355 999,904,226,563 995,095,283,054 4,808,943,509

特 別 会 計 215,982,645,000 77,616,236,503 32,564,441,703 219,276,825,552 213,201,616,504 6,075,209,048

合 計 1,255,852,357,950 137,133,605,692 140,051,140,058 1,219,181,052,115 1,208,296,899,558 10,884,152,557

区 分 予 算 額
本 月 分 累 計 収 入 済 額 と

支 出 済 額 と
の差 (累計)収 入 済 額 支 出 済 額 収 入 済 額 支 出 済 額

一 般 会 計 1,005,220,312,650 59,321,232,410 46,622,376,903 120,995,256,832 82,010,028,311 38,985,228,521

特 別 会 計 258,736,784,000 2,709,417,022 1,784,501,088 4,400,537,788 2,772,039,866 1,628,497,922

合 計 1,263,957,096,650 62,030,649,432 48,406,877,991 125,395,794,620 84,782,068,177 40,613,726,443

前 月 末 保 管 額 本 月 受 額 本 月 払 額 本 月 末 保 管 額

4,469,031,146 1,170,545,202 2,072,956,908 3,566,619,440

前 月 末 現 在 額 本 月 受 額 本 月 払 額 本 月 末 現 在 額

137,551,604,377 38,178,707,950 17,695,074,359 158,035,237,968



(単位：円)

平成18年 7月31日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第６２５３号(定期)

区 分
前 月 か ら の

繰 越 額 � 本 月 分 累 計 翌 月 へ の
繰 越 額
(Ａ＋Ｂ－Ｃ)収 入 額 � 支 出 額 � 収 入 額 支 出 額

病 院
事業会計

207,788,297 4,171,809,291 3,334,215,488 7,242,709,973 6,338,639,973 1,045,382,100

工 業 用 水 道
事業会計

3,147,818,792 193,371,671 181,907,202 472,508,120 728,837,620 3,159,283,261

土 地 造 成
事業会計

4,010,533,006 87,519,618 534,985,341 1,627,342,186 2,518,277,200 3,563,067,283

水道用水供給
事業会計

5,496,410,981 2,933,870,275 766,136,787 4,744,226,675 4,381,904,048 7,664,144,469

公営企業部計 12,654,762,779 3,214,761,564 1,483,029,330 6,844,076,981 7,629,018,868 14,386,495,013

合 計 12,862,551,076 7,386,570,855 4,817,244,818 14,086,786,954 13,967,658,841 15,431,877,113


